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係
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質
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係

企
画
調
整
係
、
工
務
第
一
係
、
工
務
第
二
係

管
理
調
整
係
、
契
約
係

係

目

次

企
業
管
理
規
程

○
岐
阜
県
公
営
企
業
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

(

水
道
企
業
課)

一
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
公
営
企
業
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

(

同

)

二

企
業
管
理
規
程

岐
阜
県
公
営
企
業
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
企
業
管
理
規
程
第
一
号

岐
阜
県
公
営
企
業
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

岐
阜
県
公
営
企
業
組
織
規
程(

昭
和
四
十
六
年
岐
阜
県
企
業
管
理
規
程
第
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
見
出
し
中｢

課｣

の
下
に｢

及
び
係｣

を
加
え
、
同
条
中｢

置
く｣

を｢

置
き
、
水
道
企

業
課
の
事
務
を
分
掌
さ
せ
る
た
め
、
同
課
に
管
理
調
整
係
、
県
営
水
道
係
及
び
工
業
用
水
係
を
置
く｣

に
改
め
る
。

第
三
条
の
表
課
名
の
項
中｢

課
名｣

を｢

課｣

に
改
め
る
。

第
六
条
の
見
出
し
中｢

及
び
場｣

を｢

、
場
及
び
係｣

に
改
め
、
同
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。

水
道
事
務
所
に
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
課
を
置
き
、
当
該
課
の
事
務
を
分
掌
さ
せ
る
た
め
、
当

該
課
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
係
を
置
く
。
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係
長

三

水
質
管
理
課

二

企
画
工
務
課

一

総
務
課
課

三

岐
阜
県
東
部
広
域
水
道
事
務
所
川
合
浄
水
場

二

岐
阜
県
東
部
広
域
水
道
事
務
所
山
之
上
浄
水
場

一

岐
阜
県
東
部
広
域
水
道
事
務
所
中
津
川
浄
水
場

浄
水
場

上
司
の
命
を
受
け
、
担
任
事
務
を
処
理
す
る
。

１

水
質
の
管
理
及
び
検
査
に
関
す
る
こ
と
。

２

水
処
理
に
関
す
る
試
験
研
究
、
調
査
及
び
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

１

所
内
の
技
術
的
な
企
画
及
び
事
業
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

２

施
設
の
建
設
に
関
す
る
こ
と
。

１

所
内
の
庶
務
及
び
会
計
事
務
に
関
す
る
こ
と
。

２

工
事
そ
の
他
の
契
約
に
関
す
る
こ
と
。

３

資
産
の
取
得
、
管
理
及
び
処
分
に
関
す
る
こ
と(

他
課
の
所
掌
に
属

す
る
も
の
を
除
く
。)

。

４

所
内
の
他
の
所
掌
に
属
さ
な
い
事
務
に
関
す
る
こ
と
。

分
掌
事
務

可
児
市

美
濃
加
茂
市

中
津
川
市 位
置

一

上
水
道
用
水

の
供
給
等
に
関

す
る
事
務

事
務
の
種
類

１

毒
物
、
劇
物
の
流
入
及
び
大
規
模
地
震
等
の
緊
急
時
に
お
け
る
給
水

の
制
限
若
し
く
は
停
止
又
は
こ
れ
ら
に
つ
い
て
の
通
知

２

天
災
そ
の
他
の
事
故
に
よ
り
、
上
水
道
施
設
及
び
工
業
用
水
道
施
設

に
損
害
を
受
け
た
場
合
の
当
該
施
設
の
応
急
復
旧
に
関
す
る
事
務

浄
水
場
長
専
決
事
項

第
六
条
第
二
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
六
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

前
項
の
浄
水
場
に
浄
水
係
及
び
施
設
管
理
係
を
置
く
。

第
七
条
第
一
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
七
条
第
二
項
第
一
号
中｢

及
び
浄
水
施
設｣

を｢

、
浄
水
及
び
送
水
施
設｣

に
改
め
、
同
項
第
二

号
中｢

及
び
浄
水｣

を｢

、
浄
水
及
び
送
水｣

に
改
め
、
同
項
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三

可
茂
地
区
の
工
業
用
水
道
の
建
設
及
び
維
持
管
理
並
び
に
工
業
用
水
の
供
給
に
関
す
る
こ
と

(

岐
阜
県
東
部
広
域
水
道
事
務
所
山
之
上
浄
水
場
に
限
る
。)

。

第
九
条
第
一
項
の
表
課
、
所
名
の
項
中｢

課
、
所
名｣

を｢

課
等｣

に
改
め
、
同
表
水
道
企
業
課
の

部
県
営
水
道
企
画
監
の
項
中｢

県
営
水
道
企
画
監｣

を｢

県
営
水
道
経
営
企
画
監｣

に
、｢

の
企
画｣

を｢

の
経
営
企
画｣

に
改
め
、
同
表
都
市
政
策
課
、
水
道
企
業
課
及
び
水
道
事
務
所
の
部
中
技
術
課
長

補
佐
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
公
営
企
業
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
企
業
管
理
規
程
第
二
号

岐
阜
県
公
営
企
業
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

岐
阜
県
公
営
企
業
事
務
決
裁
規
程(

昭
和
四
十
六
年
岐
阜
県
企
業
管
理
規
程
第
四
号)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
一
項
中｢

つ
い
て
は｣

を｢

つ
い
て
は
、
次
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か｣

に
改
め
、
同
条

に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

水
道
事
務
所
に
お
い
て
個
別
的
に
処
理
さ
せ
る
事
務
で
、
浄
水
場
長
が
専
決
す
る
こ
と
が
で
き
る

事
項
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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